
(１)固定資産の減価償却の方法

　　①平成１９年３月３１日以前取得分は、法人税法に定める旧定額法による。

　　②平成１９年４月１日以後取得分は、法人税法に定める定額法による。

(２)引当金の計上基準

(３)消費税等の会計処理

　　⑵特定資産

科　目 当期増加額 当期減少額

基本財産

　基本財産預金

　　小　計 0 0

特定資産

　退職給付引当預金 23,916,680

　　小　計 0 23,916,680

　　合　計 0 23,916,680

（うち指定正味財 （うち一般正味財

産からの充当額） 産からの充当額）

基本財産

　基本財産預金 (2,000,000)

　　小　計 (2,000,000)

特定資産

　退職給付引当預金

　　小　計

　　合　計 (2,000,000)

（単位：円）

科　目 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 2,173,500 1,857,236 316,264

683,491

合　　計 7,937,314 4,996,475 2,940,839

2,000,000

　　消費税等の会計処理は税込方式による。

（単位：円）

前期末残高

2,000,000 2,000,000

2,000,000

31,571,832 7,655,152

33,571,832

４．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

建物付属設備

9,655,152

2,000,000

(7,655,152)

2,000,000

(7,655,152)

車輌運搬具

9,655,152 (7,655,152)

7,655,152

1,941,084

3,607,054 2,923,563

取得価格

2,156,760 215,676

　　退職給付引当金は、期末退職給与の定年退職及び自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

7,655,152

31,571,832 7,655,152

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

　財 務 諸 表 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

平成２９年３月３１日現在

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

当期末残高

（単位：円）

科　目 当期末残高 （うち負債に対応する額）

１．重要な会計方針
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（単位：円）

貸倒引当金の

当期末残高

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

受託金

運営受託金収入

未収給食物資代金 5,463,640 0 5,463,640

合　　計 16,627,943 0 16,627,943

未収入金 11,164,303 0 11,164,303

債権金額 債権の当期末残高

堺市 0 43,032

５．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科　目

合　　計 102,227,000 102,183,968 43,032

102,227,000 102,183,968

貸借対照表上の記載区分

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）
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